
 
報告第３号 放棄した債権の報告について 

 

 

１ 債権の名称  

（１） （昭和５６年３月３０日付け契約）宅地取得資金貸付金 

（２） （昭和５６年１１月２１日付け契約）住宅新築資金貸付金 

 

２ 主債務者  

 （被相続人      ） 

 相続人 Ａ 

 相続人 Ｂ 

 相続人 Ｃ 

 

３ 債権の件数及び額 

 （１） 宅地取得資金貸付金１件  

和解金の支払いにより確定した違約金４，１０８，７９２円 

（２） 住宅新築資金貸付金１件   

和解金の支払いにより確定した違約金９，６８９，８９１円 

 

４ 放棄した事由 

各債務者について、小松島市債権管理条例第１４条第１項各号のうち、以下

のとおり該当。 

  相続人 Ａ    第２号該当 

  相続人 Ｂ    第２号該当 

  相続人 Ｃ    第１号該当 

  連帯保証人 Ｄ  第２号該当 

  連帯保証人 Ｅ  第４号該当 

（理由） 

令和元年８月２９日、徳島地方裁判所へ、担保不動産競売（令和元年（ケ）

第６０号）を申立て、令和２年４月１６日、売却代金１３１万３，１００円

が交付された。 
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令和２年１０月９日、亡主債務者の相続人３名（Ａ、Ｂ、Ｃ）及び連帯保

証人２名（Ｄ、Ｅ）を被告として、訴訟提起（令和２年９月定例会議議案第

９６号可決・徳島地方裁判所令和２年（ワ）第２８７号）し、各被告らに対

する訴訟結果等は、以下のとおりとなった。 

① Ａ及びＢ 

訴訟係属中の令和３年５月１日、破産による免責許可決定が確定したた

め、同人らに対する債権を請求できない。 

② Ｃ 

令和３年２月１８日判決により、債務名義を取得したが、生活保護を受

給しており、資力の回復が困難である。 

③ Ｄ 

令和４年４月２０日、和解が成立（令和４年３月定例会議議案第３０号

可決）し、同人から同年５月９日、和解調書に基づく和解金６７９万１，

９９６円が支払われたため、本件における本市との債権債務関係が消滅し

た。 

④ Ｅ 

令和４年２月１０日判決により、債務名義を取得。 

令和４年３月４日、徳島地方裁判所へ、財産開示手続（令和４年（財チ）

第７号）を申立て、令和４年５月２６日財産開示期日において、物件４個

の所有不動産が判明した。 

令和４年６月９日、徳島地方裁判所へ、物件４個の所有不動産について

不動産強制競売（令和４年（ヌ）第１２号）を申立てたが、物件３個につ

いて、同年１２月３日、当該競売の取消決定が確定した。また、残りの物

件１個について、３回売却実施されたが、いずれも買受の申出がなく、令

和５年１１月１０日、当該競売の取消決定が確定した。 

令和５年１２月１２日、徳島地方裁判所へ、第三者からの情報取得手続

（令和５年（情チ）第３２号）を申立て、第三者３名に対して預貯金の調

査をしたが、負債額が預貯金総額を上回っていたため無資力であり、弁済

する見込みがない。 

以上のことから、これ以上の債権回収が困難であるため。 
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